
第 30回 通常総代会資料（注記表および附属明細書） 

 

 

Ⅰ. 事業報告の附属明細書（P.1） 

 

 

 

Ⅱ. 注記表（P.2～P.13） 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

２．会計上の見積りに関する注記 

３．貸借対照表に関する注記 

４．損益計算書に係る注記 

５．金融商品に関する注記 

６．有価証券に関する注記 

７．退職給付に関する注記 

８．税効果会計に関する注記 

９．収益認識に関する注記 

 

 

 

Ⅲ. 貸借対照表等の附属明細書（P.14～P.18） 

 

 

            ※千円単位の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。 

 

※法令及び定款第 40条第 5項の規定に基づき、ホームページに掲載しています。 



Ⅰ.令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）事業報告の附属明細書

１．役員に対する報酬

２．役員等の兼職等

 兵庫県農業協同組合中央会  理     事

 兵庫県信用農業協同組合連合会  経営管理委員

 運営委員

 取 締 役

 代表理事会長

３．役員との取引

該当する事項はありません。

 （単位：千円）

役　職　名
兼 職 先 名 又 は 兼 業 事 業 名

常勤・非
常勤の別

代表権
の有無

兼 職 等 先

総代会で定められた報酬等限度額

区　　　　分

89,000

17,600

区　　　　分

理　　　　事

監　　　　事

当期中の報酬等支払額

15,356

87,254

 株式会社  共同物産

102,611

 淡路畜産農業協同組合連合会

代表理事組合長 常 勤 有 相坂　有俊  全国共済農業協同組合連合会兵庫県本部

合　　　　計 106,600

での役職名
氏 　名
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Ⅱ . 注 記 表  

 

１   重要な会計方針に係る事項に関する注記  

(１ ) 次に掲げるものの評価基準および評価方法  

①  有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準および評価方法  

ア .満期保有目的の債券  

     償却原価法（定額法）により評価しています。  

   イ .子会社株式および関連会社株式  

     移動平均法による原価法により評価しています。  

ウ .その他有価証券  

・時価のあるもの  

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）により評価しています。  

・市場価格のない株式等  

  移動平均法による原価法により評価しています。  

 

  ②  棚卸資産の評価基準および評価方法  

 
貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定しています。  

 

(２ ) 固定資産の減価償却の方法  

①  有形固定資産  

    定率法を採用しています。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物

（建物附属設備は除く）ならびに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属

設備および構築物については、定額法を採用しています。  

②  無形固定資産  

定額法を採用しています。  

 

(３ ) 引当金の計上基準  

①  貸倒引当金  

貸倒引当金は、予め定めている資産査定規程、資産査定事務要領、経理規程お

よび資産の償却・引当基準に則り、次のとおり計上しています。  

正常先債権および要注意先債権（要管理債権を含む。）については、主として

今後 1年間の予想損失額または今後 3年間の予想損失額を見込んで計上しており、

予想損失額は、1 年間または 3 年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の

一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修

正を加えて算定しています。  

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと

認められる債務者（破綻懸念先）に係る債権については、債権額から担保の処分

可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者

の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。  

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係

る債権およびそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権について

は、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しています。  

すべての債権は、資産査定規程および資産査定事務要領に基づき資産査定部署

が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査部署が査定結果を監査して

います。  

棚卸資産の種類  評    価    方    法  

購 買 品 総平均法に基づく原価法  

家 畜 個別法に基づく原価法  
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②  賞与引当金  

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分

を計上しています。  

③  退職給付引当金  

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しています。  

なお、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己

都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。  

④  役員退職慰労引当金  

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額

を計上しています。  

 

(４ ) 収益および費用の計上基準  

当組合の利用者等との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履

行義務の内容および収益を認識する通常の時点は以下のとおりです。  

①  購買事業  

農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合員に供給する事

業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負って

います。この利用者等に対する履行義務は、購買品の引き渡し時点で充足するこ

とから、当該時点で収益を認識しています。  

②  販売事業  

  組合員が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同で業者等に販売する事業で

あり、当組合は利用者等との契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っていま

す。この利用者等に対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足することか

ら、当該時点で収益を認識しています。  

③  保管事業  

  組合員が生産した米等の農産物を保管・管理する事業であり、当組合は利用者

等との契約に基づき、役務提供する義務を負っています。この利用者等に対する

履行義務は、農産物の保管期間にわたって充足することから、当該サービスの進

捗度に応じて収益を認識しています。  

④  福祉事業  

要介護者を対象にしたデイサービス・訪問介護・ケアプラン作成等の介護保険

事業や高齢者生活支援事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提

供する義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、施設の利用時点

やサービスの提供時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。  

⑤  利用事業  

ライスセンター・ミニライスセンター・育苗センター・共同選果場・保冷蔵庫

等の施設を設置して、共同で利用する事業であり、当組合は利用者等との契約に

基づき、役務提供する義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、

各種施設の利用が完了した時点で充足することから、当該時点で収益を認識して

います。  

⑥  指導事業  

組合員の営農・生活にかかる各種サービス等を提供する事業であり、当組合は

利用者等との契約に基づき、役務提供する義務を負っています。この利用者等

に対する履行義務は、主にサービスの提供が完了した時点で充足することから、

当該時点で収益を認識しています。  

 

(５ ) 消費税および地方消費税の会計処理の方法  

消費税および地方消費税は、税抜方式による会計処理を行っています。ただし、

固定資産に係る控除対象外消費税等は「雑資産」に計上し、5 年間で均等償却し

ています。  
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(６ ) 計算書類等に記載した金額の端数処理の方法  

  記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目につい

ては「０」で表示しています。また、金額の全くないものは「－」で表示してい

ます。  

 

(７ ) その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項  

【事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法について】  

当組合は、事業別の収益および費用について、事業間取引を相殺表示していませ

ん。よって、事業別の収益および費用については、事業間の内部取引も含めて表示

しています。  

ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則

に従い、各事業相互間の内部損益を除去した額を記載しています。  

 

【当組合が代理人として関与する取引の損益計算書の表示について】  

購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与している場合に

は、純額で収益を認識して、購買手数料として表示しています。また、販売事業収

益のうち、当組合が代理人として販売品の販売に関与している場合には、純額で収

益を認識して、販売手数料として表示しています。  

 
2 会計上の見積りに関する注記  

(１ ) 繰延税金資産の回収可能性  

①  当事業年度の計算書類に計上した金額  繰延税金資産  124,874 千円  

（繰延税金負債との相殺前）  

②  会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報  

繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課

税所得の見積り額を限度として行っています。  

次年度以降の課税所得の見積りについては、令和 2 年 6 月に作成した第９次 3

か年事業経営計画等を勘案し、当組合が将来獲得可能な課税所得の時期および金

額を合理的に見積っています。  

しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影

響を受けます。よって、実際に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異な

った場合には、次年度以降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重

要な影響を与える可能性があります。  

また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更された場合には、次年度以

降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性

があります。  

 

(2) 固定資産の減損  

①   当事業年度の計算書類に計上した金額  減損損失  98,347 千円  

②   会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報  

資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将

来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較することにより、当該資産グループにつ

いての減損の要否の判定を実施しています。  

減損の要否の判定単位は、他の資産または資産グループのキャッシュ・インフ

ローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別され

る資産グループを最小単位としています。  

固定資産の減損の要否の判定における将来キャッシュ・フローについては、令

和 2 年 6 月に作成した第 9 次 3 か年事業経営計画等を勘案して算出しており、

第 9 次 3 か年事業経営計画の期間終了以降の将来キャッシュ・フローや、割引率

等については、一定の仮定を設定して算出しています。  

        これらの仮定は将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受け、

翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。  
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3 貸借対照表に関する注記  

【資産に係る圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の圧縮記帳額】 

(１ ) 資産に係る圧縮記帳額の直接控除額は次のとおりです。       

（単位：千円） 

項     目  金     額  

建 物  168,114 

機 械 装 置  1,213,636 

車 輛 運 搬 具  7,190 

器 具 備 品  16,763 

合     計  1,405,703 

（注）平成５年 10 月１日以降における固定資産の補助金等の圧縮額の累計を計上しています。 

 

【担保に供した資産等】  

(２ ) 為替決済の担保として、定期預金 1,400,000 千円、当座貸越の担保として、  

定期預金 800,000 千円を差し入れています。  

 

【子会社等に対する金銭債権・債務の総額】  

(３ ) 子会社等に対する金銭債権の総額          356 千円  

   子会社等に対する金銭債権の総額      149,803 千円  

 

【債権のうち農業協同組合法施行規則第 204 条第 1 項第 1 号ホ（2）（ⅰ）から（ⅳ）

までに掲げるものの額およびその合計額】  

(4) 破産更生債権およびこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権および

貸出条件緩和債権の額は、次のとおりです。     

                                 （単位：千円） 

    

    

    

    

    

    

（注）1．破産更生債権およびこれらに準ずる債権 (1) 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経

営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権です。  

          ２．危険債権 (2) 

債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態および経営成

績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りができな

い可能性の高い債権 ((1)に掲げるものを除く。 )です。  

       ３．三月以上延滞債権 (3) 

元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸

出金（ (1)および (2)に掲げるものを除く）です。  

       ４．貸出条件緩和債権  

債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決

めを行った貸出金（ (1)、 (2)および (3)に掲げるものを除く）です。  

５．上記に掲げた額については、貸倒引当金控除前の金額です。  

 

 

項     目  金     額  

破産更生債権およびこれらに準ずる債権  81,565 

危険債権  22,648 

三月以上延滞債権  ―  

貸出条件緩和債権  ―  

合     計  104,213 
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４  損益計算書に関する注記  

【子会社等との取引高】  

(１ )  子会社等との取引による収益総額   7,034 千円  

うち事業取引高              3,397 千円  

うち事業取引以外の取引高         3,636 千円  

 

(２ )  子会社等との取引による費用総額         43 千円  

うち事業取引高                               0 千円  

うち事業取引以外の取引高           42 千円  

 

【減損損失】  

(３ )  減損損失に関する注記  

①  グルーピングの方法と共用資産の概要  

当組合では、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、

営業店舗、農業関連施設、生活関連施設については支店ごとに、また、業務外

固定資産（遊休資産と賃貸資産）については各固定資産をグルーピングの最小

単位としています。  

本店等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの他の

資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産

と認識しています。  

②  減損損失を計上した資産または資産グループの概要と減損損失の内訳  

（単位：千円）  

用 途 種 類 場 所  金   額  

遊休資産  土地および建物  洲本市五色町都志  
22,297 

内訳（土地 12,628）  
（建物  9,669）  

遊休資産  
土地・建物および  

器具備品  
洲本市五色町鮎原  

25,698 
内訳（土地   6,941）  

（建物 18,663）  
（器具備品  92）  

遊休資産  土    地  淡路市大町  5,502 

遊休資産  土    地  淡路市生穂  999 

遊休資産  土    地  淡路市野田尾  60 

賃貸資産  土地および建物  淡路市岩屋  
5,398 

内訳（土地  2,362）  
（建物  3,035）  

事業用資産  土    地  淡路市江井  19,375 

事業用資産  
土地・建物および  

構築物  
淡路市長澤  

19,014 
内訳（土地 13,641）  

（建物  3,951）  
（構築物 1,421）  

③  減損損失の認識に至った経緯  

遊休資産については、処分可能額で評価し、減損損失を認識しました。  

賃貸資産については、事業用資産として使用しなくなり、収益性が著しく低

下したため、減損損失を認識しました。  

事業用資産については、現在畜産センターとして利用していますが、翌年度

に処分を予定していることから、処分可能額で評価し、減損損失を認識しまし

た。  
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④  回収可能価額の算定方法等  

遊休資産、賃貸資産の回収可能価額については正味売却価額を採用しており、

その時価は固定資産税評価額に基づいて算定しています。  

事業用資産の回収可能価額については正味売却価額を採用しており、その時

価は売却予定額に基づいて算定しています。  

 

５  金融商品に関する注記  

＜金融商品の状況に関する事項＞  

(１ ) 金融商品に対する取組方針  

当組合は組合員等から預かった貯金を原資に、組合員や地域内の事業者等へ貸付

けを行い、また余裕金を兵庫県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や

地方債などの債券、株式等の有価証券による運用を行っています。  

 

(２ ) 金融商品の内容およびそのリスク  

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金お

よび有価証券であり、貸出金は、契約不履行によってもたらされる信用リスクがあ

ります。  

また、有価証券は、債券、株式であり、満期保有目的および純投資目的（その他

有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リスクお

よび市場価格の変動リスクがあります。  

 

(３ ) 金融商品に係るリスク管理体制  

①  信用リスクの管理  

 当組合は、個別の重要案件または大口案件については理事会において対応方針を

決定しています。また、通常の貸出取引については、本店にリスク管理課を設置し、

同課の審査部門が各支店との連携を図りながら、与信審査を行っています。審査に

あたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うととも

に、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取

引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行って

います。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り

組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・

引当基準」に基づき必要額を計上し、資産および財務の健全化に努めています。  

②  市場リスクの管理  

  当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロ

ールすることにより、財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持

と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分

析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努め

ています。  

 とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析

および当組合の保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会

において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開

催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。運用部門は、理事会で

決定した運用方針およびＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の

売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理

部門が適切な執行をしているかどうかをチェックし、定期的にリスク量の測定を行

い経営層に報告しています。  

○  市場リスクに係る定量的情報（トレーディング目的以外の金融商品）  

 当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品で

す。当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金

融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、貯

金および借入金です。  

 当組合では、これらの金融資産および金融負債について、期末後１年程度の金利

の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあ
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たっての定量的分析に利用しています。  

 金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる

金利が 0.1%上昇したものと想定した場合には、経済価値が 7,409 千円減少す

るものと把握しています。  

 当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とそ

の他のリスク変数の相関を考慮していません。  

 また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超え

る影響が生じる可能性があります。  

 なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額も含め

て計算しています。  

③  資金調達に係る流動性リスクの管理  

 当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を

作成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについて

は、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換金

性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。  

 

(４ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含ま

れています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な

る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。  

 

＜金融商品の時価等に関する事項＞  

(１ ) 金融商品の貸借対照表計上額および時価等  

当期末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおりです。  

なお、市場価格のない株式等は、次表には含めていません。   

                               （単位：千円）  

種     類  貸借対照表計上額  時   価  差   額  

預金  

           

有価証券  

 満期保有目的の債券  

 その他有価証券  

 

貸出金  

 貸倒引当金（＊）  

 貸倒引当金控除後  

222,907,323 

 

9,222,252 

6,398,290 

2,823,962 

 

33,262,056 

△20,645 

33,241,411 

222,898,665 

 

9,139,862 

6,315,900 

2,823,962 

 

―  

―  

33,999,130 

△8,657 

 

△82,390 

△82,390 

―  

 

―  

―  

757,718 

資  産  計  265,370,987 266,037,658 666,670 

貯金  264,944,532 264,996,418 51,886 

負  債  計  264,944,532 264,996,418 51,886 

（＊）貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金です。  
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 (２ ) 金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明  

【資産】  

①  預金  

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごと

に、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ（Overnight Index Swap。

以下「OIS」という。）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額と

して算定しています。  

②  有価証券  

主に上場株式や国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利

用しています。地方債や社債については、公表された相場価格を用いています。  

相場価格が入手できない場合には、取引金融機関等から提示された価格によっ

ています。  

③  貸出金  

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、

貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似

していることから当該帳簿価額によっています。  

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類および期間に基づく区分ごとに、

元利金の合計額をリスクフリーレートである OIS のレートで割り引いた額から

貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。  

なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含めた元利金の

合計額をリスクフリーレートである OIS のレートで割り引いた額に、帳簿価額

に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸倒引当金を控除した

額を時価に代わる金額として算出しています。  

また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒

引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。  

 

【負債】  

①  貯金  

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額 (帳簿価額 )を時価

とみなしています。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、

将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである OIS のレートで割り引

いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。  

 

(３ ) 市場価格のない株式等  

市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは (1)の金融商品の時価情報

には含まれていません。    

（単位：千円） 

種     類  貸借対照表計上額  

外 部 出 資 15,487,662 

合       計  15,487,662 
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(４ ) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額  

  （単位：千円）   

種    類  1 年以内  
1 年超  

 2 年以内  

2 年超  

 3 年以内  

3 年超  

 4 年以内  

4 年超  

 5 年以内  
5 年超  

預金  222,907,323 －  －  －  －  －  

有価証券        

満 期 保 有 目

的の債券  
100,000 300,000 600,000 600,000 500,000 4,300,000 

そ の 他 有 価

証 券 の う ち 満

期があるもの  

－  －  －  300,000 －  1,400,000 

貸出金  

(＊1､＊2)  
2,422,588 1,947,711 1,845,535 1,733,826 1,625,281 23,665,642 

合    計  225,429,911 2,247,711 2,445,535 2,633,826 2,125,281 29,365,642 

（＊1）貸出金のうち、当座貸越 217,718 千円については「１年以内」に含めています。 

また、期限のない場合は「５年超」に含めています。  
（＊２）貸出金の分割実行案件のうち、貸付決定金額の一部実行案件 21,470 千円は償還
日が特定できないため、含めていません。  

 

(５ ) 有利子負債の決算日後の返済予定額                 

（単位：千円）  

種   類  1 年以内  
1 年超  

 2 年以内  

2 年超  

 3 年以内  

3 年超  

 4 年以内  

4 年超  

 5 年以内  
5 年超  

貯金（＊）  259,459,396 3,586,146 1,555,650 96,252 44,710 202,379 

合   計  259,459,396 3,586,146 1,555,650 96,252 44,710 202,379 

（＊）貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。  

 

6 有価証券に関する注記  

(１ ) 有価証券の時価および評価差額に関する事項  

①  満期保有目的の債券  

満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価およびこれら

の差額については、次のとおりです。     

（単位：千円）  

種     類  
貸借対照表  
計上額  

時    価  差    額  

時価が貸借対照表  

計上額を超えるもの  

地方債  2,095,344 2,182,310 86,965 

社債  1,200,686 1,242,750 42,063 

小計  3,296,031 3,425,060 129,028 

時価が貸借対照表  

計上額を超えないも

の  

地方債  200,000 170,590 △29,410 

社債  2,902,259 2,720,250 △182,009 

小計  3,102,259 2,890,840 △211,419 

合     計  6,398,290 6,315,900 △82,390 
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②   その他有価証券  

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対照表計

上額およびこれらの差額については、次のとおりです。       

（単位：千円）  

種     類  
取得原価または
償却原価（＊1） 

貸借対照表  
計上額  

評価差額  
（＊2）  

貸借対照表計上額

が取得原価または

償却原価を超える

もの  

株式  605,035 864,647 259,611 

債券  1,184,517 1,262,830 78,312 

国債  884,600 932,980 48,379 

地方債  199,916 225,020 25,103 

社債  100,000 104,830 4,830 

小  計  1,789,552 2,127,477 337,924 

貸借対照表計上額

が取得原価または

償却原価を超えな

いもの  

株式  218,205 206,775 △11,430 

債券  503,825 489,710 △14,115 

社債  503,825 489,710 △14,115 

小  計  722,030 696,485 △25,545 

合     計  2,511,583 2,823,962 312,379 

（＊1）上記取得価額または償却原価は減損処理後の価額です。  

（＊2）上記評価差額から繰延税金負債 85,779 千円を差し引いた額 226,599 千円が、 

「その他有価証券評価差額金」に含まれています。  

 

(２ ) 当年度中に売却したその他有価証券  

     （単位：千円）  

種   類  売却額  売却益  売却損  

株    式  127,660 41,491 19,440 

合   計  127,660 41,491 19,440 

 

(３ ) 当年度中において減損処理を行った有価証券  

当年度中において、28,465 千円（うち、その他有価証券の株式 28,465 千円）

減損処理を行っています。  

時価のある有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落

しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについて

は、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、当該差額を減損処理してい

ます。  

なお、減損処理にあたっては、当期末における時価が取得原価または償却原価に

比べ 50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％以上 50％未満下落し

た場合は、回復の可能性を考慮して減損処理を行っています。  

 

７  退職給付に関する注記  

(１ ) 採用している退職給付制度  
職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づく退職一時金制度に加え

て、全国共済農業協同組合連合会との契約による確定給付型年金制度および一
般財団法人全国農林漁業団体共済会との契約による農林漁業団体職員退職給付
金制度を採用しています。農林漁業団体職員退職給付金制度の積立額は
124,555 千円です。  
なお、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。  
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(２ ) 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表   

                      （単位：千円）  

項     目  金     額  

①期首における退職給付引当金  228,986 

②退職給付費用  44,543 

③退職給付の支払額  △40,661 

④確定給付型年金制度への拠出金  △31,345 

⑤期末における退職給付引当金  201,522 

 
(３ ) 退職給付債務および年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表  

                            （単位：千円）  

項     目 金     額 

①退職給付債務 718,281 

②確定給付型年金制度の積立額  △516,758 

③未積立退職給付債務（①＋②） 201,522 

退職給付引当金 201,522 

 

(４ ) 退職給付に関連する損益  
                                  （単位：千円） 

項     目  金     額  

①勤務費用  44,543 

(注 )農林漁業団体職員退職給付金制度への拠出金7,888千円は「厚生費」で処理して  

います。  

                        

(５ ) 特例業務負担金の将来見込額  

  人件費のうち福利厚生費には、厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済

組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

附則第 57 条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に

要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金 19,239 千円を含めて計上して

います。  

なお、同組合から示された令和 5 年 3 月現在における令和 14 年 3 月までの特

例業務負担金の将来見込額は、172,252 千円となっています。  
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８  税効果会計に関する注記  

(１ ) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等は次のとおりです。  

（単位：千円）   

主  な  内  訳  当   期   末  

繰 

延 

税 

金 

資 

産 

未払事業税  9,967 

賞与引当金  18,572 

退職給付引当金  55,338 

役員退職慰労引当金  42,535 

固定資産圧縮  4,090 

固定資産減損  43,776 

そ  の  他  21,174 

小     計  195,455 

評価性引当額  △70,580 

合     計  124,874 
繰
延
税
金 

負 

債 

その他有価証券評価差額金  △85,779 

合     計  △85,779 

繰延税金資産の純額  39,095 

 

(２ ) 法定実効税率と法人税等の負担率との差異の主な原因  

                                  （単位：％）  

項         目  当   期   末  

法定実効税率  27.46 

調 
 

整 
交際費等永久に損金に算入されない項目     1.06 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目   △3.26 

事業分量配当金  △1.73 

住民税均等割                 0.48 

評価性引当額の増減  1.45 

その他  0.01 

税効果会計適用後の法人税等の負担率        25.48 

 

９  収益認識に関する注記  

「重要な会計方針に係る事項に関する注記（４）収益および費用の計上基準」に同一の内

容を記載しているため、注記を省略しています。  
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（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

当　期 当期末 当　期 償　却
増加額 残　高 償却額 累計率

24,000 3,692,450 61,384 68.8 

－ 135,816 2,260 93.9 

8,612 1,302,513 70,192 83.6 

－ 15,493 517 96.6 

6,050 264,830 13,577 83.3 

－ 340 340 

38,662 5,411,444 148,273 

－ 1,257,240 

38,662 6,668,685 148,273 

600 1,860 704 

－ 89 14 

600 1,949 718 

39,262 6,670,634 148,992 

2,068 718  

(98,347) 
合                   計

7,084,746 453,374  

無
形

固
定
資
産

水道施設利用権 103 14  

ソ フ ト ウ ェ ア 1,964 704  

小 計

(98,347) 
 計

7,082,678 452,656  3,996,721 

(61,512) 
土 地

1,578,753 321,512  

5,503,924 131,143  3,996,721 

車 両 運 搬 具 15,493 － 14,975 

(35,320) 

構 築 物
137,238 1,421  127,567 

(1,421) 

有
形
固
定
資
産

建 物
3,788,104 119,654  2,543,777 

一 括 償 却 資 産 681 340  

機 械 装 置 1,300,012 6,112  1,089,791 

(92) 
器 具 備 品

262,394 3,614  220,609 

(36,834) 
小 計

（減損損失）

残　高 減少額 累 計 額

  ２．固定資産
（単位：千円、%）

種                   類
当期首 当　期 減価償却

合 計 18,632,264 1,366,529 821,903 19,176,891 

処 分 未 済 持 分 △6,723 △9,623 △6,723 △9,623 

当 期 未 処 分 剰 余 金 960,640 686,960 742,314 905,287 

特 別 積 立 金 3,606,000 30,000 － 3,636,000 

施 設 更 新 積 立 金 70,000 100,000 － 170,000 

組 織 活 動 強 化 積 立 金 30,000 － － 30,000 

記 念 事 業 積 立 金 30,000 20,000 － 50,000 

事 務 所 ・ 施 設 整 備 積 立 金 790,868 9,131 － 800,000 

災 害 対 応 積 立 金 1,000,000 80,000 － 1,080,000 

営 農 経 済 事 業 基 盤 強 化 積 立 金 930,000 80,000 － 1,010,000 

信 用 事 業 機 器 整 備 積 立 金 100,000 80,000 － 180,000 

有 価 証 券 価 格 変 動 積 立 金 960,000 100,000 － 1,060,000 

60,000 － 1,690,000 

経 営 基 盤 強 化 積 立 金 500,000 － － 500,000 

事 業 基 盤 強 化 積 立 金 2,410,000 60,000 － 2,470,000 

信 用 事 業 基 盤 強 化 積 立 金 1,630,000 

組 合 員 営 農 支 援 積 立 金 26,128 23,871 3,394 46,605 

そ の 他 利 益 剰 余 金 13,043,637 1,329,963 745,709 13,627,892 

利 益 準 備 金 3,751,000 － － 3,751,000 

利 益 剰 余 金 16,794,637 1,329,963 745,709 17,378,892 

出 資 金 1,844,350 46,189 82,917 1,807,622 

 １．組合員資本
（単位：千円）

種　　　　類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
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３．外部出資

当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

12,884,065 200,000 － 13,084,065 

182,356 － － 182,356 

1,790,100 － － 1,790,100 

5,170 － － 5,170 

10,000 － － 10,000 

65,000 － － 65,000 

500 － － 500 

14,937,191 200,000 － 15,137,191 

1,000 － － 1,000 

0 － － 0 

5,000 － － 5,000 

10,000 － － 10,000 

10,000 － － 10,000 

63 － － 63 

2,000 － － 2,000 

50 － － 50 

1,000 － － 1,000 

32 － － 32 

206,200 － － 206,200 

404 － － 404 

15,390 － － 15,390 

30 － － 30 

251,171 － － 251,171 

株
式

99,300 － － 99,300 

99,300 － － 99,300 

15,287,662 200,000 － 15,487,662 

（単位：千円）

(株)

淡路島第一次産業振興公社

農 林 中 央 金 庫

淡 路 畜 産 農 業 協 同 組 合 連 合 会

出　　　　資　　　　先

農 協 観 光

系
　
統
　
外
　
出
　
資

株
　
　
　
式

津 名 の 郷

　(株)

　(株)

　(株)

　(株)

Ｊ Ａ 兵 庫 情 報 セ ン タ ー

系
　
統
　
出
　
資

計

淡 路 観 光 開 発 公 社

ほ く だ ん

淡 路 島 テ レ ビ ジ ョ ン

日 本 農 業 新 聞

フ ロ ー ラ ル ア イ ラ ン ド

兵庫県信用農業協同組合連合会

全 国 農 業 協 同 組 合 連 合 会

全 国 共 済 農 業 協 同 組 合 連 合 会

兵庫県厚生農業協同組合連合会

合 計

兵 庫 県 農 業 信 用 基 金 協 会

中 央 農 協 教 育 振 興 基 金

兵 庫 県 自 動 車 整 備 商 工 組 合

計

そ
　
の
　
他

出
　
資

子
会
社

共 同 物 産

計

兵 庫 県 畜 産 協 会

　(株)

(公社)

全国新聞情報農業協同組合連合会

(株)

　(株)

鮎 原 物 産

　(株)

　(株)

　(株)
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 ４．引当金等

目的使用 その他

87,360 21,441 － 87,360 21,441 

86,564 21,026 － 86,564 21,026 

うち信用事業 85,232 20,656 － 85,232 20,656 

うち購買事業 1,197 338 － 1,197 338 

うち販売事業 115 27 － 115 27 

うち福祉事業 19 4 － 19 4 

795 414 － 795 414 

うち購買事業 795 414 － 795 414 

70,366 67,635 70,366 － 67,635 

228,986 44,543 72,007 － 201,522 

135,003 19,896 － － 154,899 

521,715 153,516 142,373 87,360 445,498 

(注)　貸倒引当金の目的使用以外の当期減少額は洗替処理によるものです。

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

合　　　　計

退 職 給 付 引 当 金

賞 与 引 当 金

　　一般貸倒引当金

　　個別貸倒引当金

　貸倒引当金

（単位：千円）

種　　　類 当期首残高 当期増加額
当期減少額

当期末残高
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 ５．子会社等との取引ならびに子会社等に対する債権および債務 

(1) 子会社等との取引

会社名

(2) 子会社等に対する債権

株式会社
共同物産

(3) 子会社等に対する債務

100,000 

（単位：千円）

債　　　　務

当期増減(△)額

86,724 49,803 

43,079 

0 

△36,921 

80,000 

106,724 149,803 

0 0 

20,000 

合　　　　計

未払利息

株式会社
共同物産

普通貯金

定期貯金

費用総額

債　　　　権

（単位：千円）

当期末残高 当期増減(△)額

　　　　　　　　　　　ー

（単位：千円）

摘　　要

会社名

株式会社
共同物産

信 用 事 業

経 済 事 業

そ の 他

合 計

共 済 事 業

取 引 内 容

取引内容

収益総額

当期首残高

7,034 

3,636 

0 

3,208 

189 

購買未収金

会社名 取引内容
当期首残高 当期末残高

合　　　　計

ー　 356 

ー　 356 

356

356

0 

42 

　　　　　　　　　　　ー

43 

- 17 -



 ６．事業管理費

損 益 計 算 書 科 目 内 訳 科 目

　役員報酬 102,611 

　給料手当 1,223,901 

　　(うち賞与引当金繰入額) (67,635)

　福利厚生費 245,180 

　退職給付費用 44,543 

　役員退職慰労引当金繰入額 19,896 

小 計 1,636,133 

　会議費 5,036 

　接待交際費 485 

　宣伝広告費 8,306 

　通信費 22,143 

　印刷消耗品費 29,341 

　図書研修費 9,496 

　業務委託費 35,415 

　旅費 6,644 

小 計 116,868 

　租税公課 45,550 

　支払賦課金 8,383 

　分担金 36,887 

小 計 90,821 

　減価償却費 148,992 

　保守修繕費 52,310 

　保険料 11,398 

　水道光熱費 42,622 

　賃借料 71,850 

　消耗備品費 2,800 

　車両費 633 

　施設管理費 14,542 

小 計 345,150 

そ の 他 事 業 管 理 費 35,857 

2,224,831 合 計

（単位：千円）

金　　　　額

人 件 費

業 務 費

諸 税 負 担 金

施 設 費
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